
事
務
処
理
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変 更 届 
   年  月  日  

（該当する業者区分、届出にチェックを入れてください） 

□ 東京電子自治体共同運営参加者以外の契約業者 

□ 小規模契約事業者登録業者 

□ 支払金口座振替登録者 

□ 登録情報（商号、契約者、印鑑等）の変更 →①欄に記入 

□ 支払金口座振替先の変更         →②欄に記入 

 

台 東 区 長 殿 

 

〒    － 

所在地          TEL    －    －     

商号・名称                                

契約者・口座振替依頼者          ㊞  

下記のとおり変更しました。 
 

① 商号又は名称、契約者･口座振替依頼者の役職･氏名、所在地、印鑑、電話・FAX番号の変更 
 

変更事項 変 更 後 変 更 前 

   

   

   

   

印  鑑 
実 

印 
改 印 

代
理
人
・
使
用
印 

新設・改印 

実 

印 

改 印 
代
理
人
・
使
用
印 

改印・廃止 

    

 
② 支払金口座振替先の変更 （すでに会計課へ口座登録されている方のみ） 

※初めて口座振替登録を希望される方は、別の届出になります。会計課までお問合せください。 

今後の支払金振込先は、下記の口座へ変更してください。 

金融機関名 
銀行・信用金庫    本店 

信用組合     支店 

預金種別 １．普通預金  ２．当座預金 口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 

 

 

  

 

 支払金口座振替登録 
番号(債権者コード) 

物品  

工事  

受 付 印 

課長 係長（会） 係長（審） 担当者 

     

登録外・小規模 ・ 会計 
物・工 郵送 ・ 窓口 委任状 

経理課長 契約係長 担当者 

   

 

受付 
 

入力 
 

通知  



＜添付書類と注意事項＞  

 

① 商号又は名称、契約者･口座振替依頼者の役職･氏名、所在地、印鑑、 

電話・FAX番号の変更 
② 支払金口座振替先の変更 

東京電子自治体共同運営参加者以外の

契約業者 
小規模契約事業者 
登録業者 

支払金口座 
登録業者 共 通 

変 

更 

事 

項 

及 

び 

添 

付 

書 

類 

1 組 織 

 

(有)→(株) 

個人→法人等 

［代表者が変更しない場合のみ変更可］ 

閉鎖登記簿謄本 登記簿謄本 定款 等 

※代理人を設置の場合：委任状 

[法人の場合] 

登記簿謄本 

 

[個人の場合] 

住民票 

（世帯一部） 

本籍・続柄省略可 

添付書類不要 

 

添付書類不要 

 

【注意事項】 

1 普通・当座以外の預金（貯蓄預

金等）、全国銀行内国為替制度に

加盟していない金融機関への振

込は不可。 

2 法人の口座振替依頼者は契約

権限のある代表者が原則です。代

表者以外の依頼人の場合は契約

権限の委任がなされていること

が必要です。 

3 原則として振替先口座名義人

は代表者（＝契約者・支払金請求

者）と同一のこと。 

なお、振替先口座名義人が異な

る場合は支払金受領についての

委任状を添付すること。（様式に

ついては会計課へお問い合わせ

ください。） 

4 変更届処理後は、届出以前の請

求金についても変更後の口座へ

振込みますのでご了承ください。 

2 商号又は名称 登記簿謄本 

3 契約者・口座

振替依頼者 

役職・氏名 

［契約者・振替依頼者が代表者の場合］ 

登記簿謄本  

［契約者・振替依頼者が代理人の場合］ 

委任状 

4 所在地 登記簿謄本 

※登記簿上と実際の所在地が異なる場

合は、所在地が確認できる書類（家屋等

の賃貸借契約書の写し等） 

※住居表示変更の場合は添付書類不要 

5 実 印 印鑑証明書 添付書類不要 

6 使用印 添付書類不要 

7 代理人印 委任状 

8 電話・FAX番号 添付書類不要 

注 意 事 項 

1 委任状は必ず指定の様式を使用する

こと。（様式については経理課へお問

い合わせください。） 

2 証明書類は発行日から３ヶ月以内の

正本を添付すること。登記簿謄本は正

本を提示すれば写しの提出でも可。 

3 合併・営業譲渡等を行った場合の事務

手続きについては、経理課に相談する

こと。 

4 窓口にて添付書類の確認を行います

ので、郵送による受付は行いません。 

登記簿謄本・住民

票は発行日から３

ヶ月以内のもの。 

正本を提示すれば

写しの提出でも

可。 

 

 

提出先・問合せ 
および受付時間 

★ 変更事項全般について(支払金口座振替先のみ
．．
の変更の場合は下記へ)  

→経理課契約担当（本庁舎４Ｆ）  ℡０３－５２４６－１０８４ 
★ 支払金口座振替先の変更について   

   →会計課（本庁舎１Ｆ）      ℡０３－５２４６－１３８１ 
※受付時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 


